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  このキャベツの品種は

「キャベツ大臣」で、特徴は、みずみず

しくやわらかい食感と甘い味わいです。

　今年の1月に種を蒔き、カラスや虫から守

るために本葉が 3枚になるまでハウスで育て、

その苗を畑に植え替え、手間暇をかけ育て

ました。

市
議
会
だ
よ
り
な
か
ま
で
は
、
本
号
か
ら
中
間
市
で
採
れ
る
旬
の

野
菜
と
生
産
者
さ
ん
を
特
集
し
て
い
き
ま
す
。

日髙　靖さん



３月定例会の概要と結果（２月２７日～３月２１日）

　令和 6 年第 1 回（3 月）定例会におきましては、承認１件、議案 32 件、委員会提出議案３件、意見書案 3 件、請願１件が提出され、

2 月 27 日から 3 月 21 日までの 24 日間で審議されました。3 月定例会において審議された主なものについて、ご紹介します。

３月定例会の概要と議決結果
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結果

市　長　提　出　議　案

承認第 1 号
専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和 5 年度中間市一般会計補正予算（第 9 号）） 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 承　認　

第 1 号議案 令和 5 年度中間市一般会計補正予算（第 10 号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 2 号議案
令和 5 年度中間市特別会計国民健康保険事
業補正予算（第 3 号）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 3 号議案
令和 5 年度中間市地域下水道事業特別会計
補正予算（第 1 号）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 4 号議案
令和 5 年度中間市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第 2 号）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 5 号議案 中間市手数料条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 原案可決

第 6 号議案
中間市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 7 号議案
中間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 8 号議案
中間市職員の育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 9 号議案 中間市市税条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 10 号議案 中間市手数料条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 11 号議案 中間市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 12 号議案
中間市特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 13 号議案

中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する
入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指
定要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 14 号議案

中間市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に係る基準に関する条例の一部を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 15 号議案

中間市指定介護予防支援等の事業の人員及び
運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法の基準等に関
する条例の一部を改正する条例 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 16 号議案
中間市指定居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準等を定める条例の一部
を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決　
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市　長　提　出　議　案

第 17 号議案
中間市レンタサイクル用自転車の設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 18 号議案 中間市市営住宅条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 19 号議案
中間市営自動車駐車場の設置及び管理に関
する条例の一部を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 20 号議案
中間市立小中学校通学区域審議会条例の一部
を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 21 号議案 中間市中央公民館条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 22 号議案
中間市水道事業給水条例及び中間市布設工事監督員
の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資
格基準に関する条例の一部を改正する条例

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 23 号議案
令和 6 年度中間市一般会計予算に対する修正案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×

修正可決
令和6年度中間市一般会計予算 (修正部分を除く) 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第 24 号議案 令和 6 年度中間市特別会計国民健康保険事業予算 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 25 号議案 令和 6 年度中間市住宅新築資金等特別会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 26 号議案 令和 6 年度中間市地域下水道事業特別会計予算  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 27 号議案 令和 6 年度中間市公共用地先行取得特別会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 28 号議案 令和 6 年度中間市介護保険事業特別会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 29 号議案 令和 6 年度中間市後期高齢者医療特別会計予算 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 30 号議案 令和 6 年度中間市公共下水道事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 31 号議案 令和 6 年度中間市水道事業会計予算 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

第 32 号議案 中間市介護保険条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

議　員・委　員　会　提　出　議　案

委員会提出
議案第 1 号　

中間市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

委員会提出
議案第 2 号

中間市政治倫理条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

委員会提出
議案第３号

中間市議会委員会条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 原案可決

意見書案
第 1 号

若者のオーバードーズ ( 薬物の過剰摂取 ) 防
止対策の強化を求める意見書

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 棄権 原案可決

意見書案
第２号

官房機密費の廃止と従前の使途の公開を求め
る意見書

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × 棄権 原案可決

意見書案
第３号

企業・団体献金の全面禁止等に関する意見書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × 棄権 原案可決

請　　　　　　　願

請願第 1 号 学校給食の無償化継続を求める請願 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 採　択

３月定例会の概要と議決結果
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　　※画像はイメージです。

令和６年度中間市一般会計予算
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歳入歳出総額　　　１８３億６, ３６５万３, ０００円

　　　　 （前年比  　　　 ３億５, ７９６万３, ０００円　増）

〇　修正可決

【原案可決された事業の一部】

リバーサイドフェス２０２４事業

　　ふるさとなかま遠賀川かわまちづくり事業において、河川
　空間の積極的な活用として遠賀川を活用した新たな賑わいの場
　の創出を目的としています。

６００万円
高齢者路線バス定期券購入費助成事業

　　定期券（グランドパス65・75）購入補助事業を実施しま
　す。補助額は、１ヶ月券を4,000円、３ヶ月券を10,000円
　とします。例：75歳以上(1ヶ月券) 5,000円 → 1,000円

３００万円

地域経済活性化対策補助金事業

　　1万円の購入費で1万3,000円分使用できるプレミアム率
　30%のプレミアム付き商品券2万4,000冊、デジタル商品券
　8,000セットを併せて発行します。

８１２０万円
こども家庭センター事業

　　妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能
　を有するこども家庭センターを総合会館(ハピネスなかま)
　本館に開設します。

１６５０万円



　

通谷歩道橋撤去事業
　

２億３，６７７万１, ０００円　→　０円
　老朽化した通谷歩道橋を撤去し、歩道と横断歩道及び押しボタン式信号機を新設するものでしたが、撤去した後の踏切横断の安全対策
が十分ではないため、減額修正されました。

　　

賛 成　 
子供たちの安全を一番に考えるならば、線路内の横断につい
てはできるだけ避けたほうがよいため、当該事業費を削減す
る修正案には賛成する。

反　 　対

恒久的な安全対策と、100％の安全確保ができていないとの
修正理由は、余りにも極論過ぎる。安全に配慮するのであれば、
歩道橋は早急に撤去すべきであるため減額修正には反対する。
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【減額修正された事業の一部】

中間仰木彬記念球場グラウンド改修工事事業
　

８, ０２６万７, ０００円　→　６, ０２６万７, ０００円
　グラウンドの改修工事を行う費用でしたが、予算に含まれる助成金が流動的な予算であるため、助成金分の２，０００万円が減額修正
されました。

　　

賛 成　 
日本スポーツ振興センターからの助成金が決まっていな
いのであれば、2,000 万円は減額すべきであるため修正
案には賛成する。

反　 　対

予算は見込みで計上するものであり、最初から歳入予算
を減額させる行為は、助成申請をしなくてもよいと言っ
ているようなものであるため、減額修正には反対する。

物価高騰経済支援商品券配布事業
　

７, ５６９万８, ０００円　→　０円
　中間市在住の全世帯に対し、３,０００円の商品券を配布するものでしたが、より効果的な経済的支援対策を再度検討するため、減額
されました。

　　

賛 成　 
配布に係る事務費が事業費の 2 割を占めるのはどうなのか。商品券が 1 世帯 3,000 円ならば、水道料金減免や指定ごみ袋の
無料配布の方が経費はかからないため、修正案には賛成する。

反　 　対

本事業は生活支援とともに地域経済活性化のための事業であり、水道の基本料金の減免では家計支援にはなるが、市内経済
への直接的な貢献は期待できないため、修正案には反対する。
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〇　採　択 学校給食の無償化継続を求める請願

　憲法第 26 条は「義務教育は、これを無償とする」と定めていますが、実際に無償化されて

いるのは授業料と教科書代に限られ、給食費は重い負担となっており、物価高騰等も重なり厳

しい市民の生活を守るためにも、令和 5 年度に引き続き、令和６年度以降も給食費の無償化を

継続するよう求めるものです。本案は全員賛成で採択されました。

個人情報開示状況報告

請求件数
開示状況 訂正 利用停止

開示 一部開示 不開示 取り下げ 請求件数 請求件数

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

　中間市議会の個人情報保護制度の運用状況について公表します。中間市議会の個人情報の保護に関する条例
第 51 条において、「議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする」
と定められています。
　●令和 5 年度個人情報保護制度の実施状況（令和 5 年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日）

〇　可　決 中間市手数料条例の一部を改正する条例

【内容】

　戸籍法の改正により、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村の窓口でも交付を受けることができるよう

になったことから、手数料の名称等を追加し、政令で定められた手数料と同額の手数料を定めるものです。

中間市中央公民館条例の一部を改正する条例〇　可　決

【内容】

　令和6年度から、中間市市民会館（なかまハーモニー

ホール）を社会教育・生涯学習行政の中核となる拠点とし

て位置づけ、中央公民館の機能を市民会館に移転すること

になったことから、中央公民館の位置を旧保健センター

から市民会館に変更するものです。
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者
２
１
５
名
、
建
物
全
壊

５２
棟
、
建
物
半
壊
３
１
７

棟
で
す
。

議
員
　
災
害
情
報
を
市
民

の
皆
さ
ん
に
様
々
な
方

法
で
周
知
し
、
最
悪
の

事
態
へ
の
備
え
を
、
行

政
、
市
民
一
体
と
な
っ

て
進
め
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償

化
制
度
の
本
市
で
の
現
状

と
課
題
に
つ
い
て

無
償
化
の
対
象
は
、
幼
稚

園
で
は
３
歳
の
誕
生
日
を

本
市
に
お
け
る
災
害
時
対
応

の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

福
智
山
断
層
で
地
震
が

発
生
し
た
場
合
の
市
内
の

被
害
想
定
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

総
務
部
長
　
福
智
山
断
層

帯
は
、
未
調
査
で
、
被
害

想
定
は
で
き
て
い
ま
せ
ん

が
、
福
岡
県
の
令
和
６
年

度
当
初
予
算
案
に
関
連
費

用
を
計
上
し
て
、
有
識
者

会
議
を
設
置
し
、
１
年
ほ

ど
で
被
害
想
定
を
ま
と
め

る
計
画
と
な
っ
て
い
ま

す
。

議
員
　
被
害
想
定
が
さ
れ

る
活
断
層
及
び
被
害
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り
課
長

　
被
害
が
想
定
さ
れ
る

活
断
層
と
し
て
、
警
固

断
層
帯
、
小
倉
東
断
層
、

西
山
断
層
帯
が
あ
り
ま

す
。
最
大
震
度
５
弱
と

し
た
場
合
の
被
害
想
定

は
、
警
固
断
層
帯
で
死

市
民
の
防
災
意
識
の
向
上
に

対
す
る
市
の
取
組
に
つ
い
て

市
民
の
防
災
意
識
向
上

の
た
め
、
ど
ん
な
取
組

を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

総
務
部
長
　
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
広
報
紙
に
よ
る

周
知
、
防
災
講
演
会
な
ど

の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
今
後
は
、
地
域
の

実
情
に
即
し
た
災
害
想
定

に
よ
り
、
市
民
が
一
体
と

な
っ
た
避
難
訓
練
を
支
援

し
防
災
意
識
の
向
上
に
努

め
て
参
り
ま
す
。

議
員
　
わ
が
家
の
防
災

チ
ェ
ッ
ク
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
の

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
化

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り
課
長

　
費
用
対
効
果
を
考
慮

し
、検
討
し
て
い
き
ま
す
。

中
学
校
に
お
け
る
不
登
校

の
予
防
に
つ
い
て

不
登
校
増
加
の
原
因
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事　
原
因
は
、

し
、
生
徒
が
関
心
を
持
て

る
様
々
な
テ
ー
マ
を
設
定

す
る
な
ど
、
工
夫
し
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

議
員
　
学
校
再
編
に
お
け

る
教
育
内
容
の
検
討
に
つ

い
て
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事
　
教
育
内
容

の
検
討
は
開
校
準
備
協
議

会
で
行
い
、
そ
の
際
に
教

職
員
や
保
護
者
、
学
識
経

験
者
等
の
皆
様
と
協
議
し
、

各
部
門
と
連
携
し
な
が
ら
、

検
討
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

議
員　

子
供
が
行
き
た
い

学
校
、
保
護
者
が
通
わ
せ

た
い
学
校
、
職
員
が
働
き

た
い
学
校
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
沿
っ
た
学
校
づ
く
り
に

向
け
、
多
く
の
方
と
検
討

を
重
ね
試
行
錯
誤
し
、
目

指
す
べ
き
学
校
作
り
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

友
人
・
親
子
関
係
、
生

活
リ
ズ
ム
の
乱
れ
、
不

安
な
ど
、
多
様
な
要
因

が
絡
み
合
っ
て
い
ま
す
。

議
員
　
不
登
校
を
予
防
す

る
学
習
面
に
お
け
る
工
夫
の

一
つ
と
し
て
、
コ
ラ
ボ
授
業

を
提
案
し
ま
す
。

　

コ
ラ
ボ
授
業
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
教
科
の
教
員
が

協
力
し
て
一
つ
の
授
業
を

作
る
こ
と
で
す
。例
え
ば
、

体
育
の
遠
投
と
理
科
の
観

察
を
組
み
合
わ
せ
た
遠
投

の
授
業
で
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
を
利
用
し
、
フ
ォ
ー
ム

を
観
察
、
改
善
し
、
体
育

の
遠
投
に
活
か
す
と
い
っ

た
コ
ラ
ボ
授
業
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
登
校
を

予
防
し
、
学
習
意
欲
を
引

き
出
す
教
科
横
断
的
な
授

業
の
実
施
に
つ
い
て
中
学

校
の
状
況
を
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事
　
教
科
横
断

的
な
学
習
は
、
総
合
的

な
学
習
の
時
間
を
活
用
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迎
え
た
翌
月
か
ら
、
保
育

園
で
は
誕
生
日
を
迎
え
た

翌
年
度
か
ら
と
の
認
識
で

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
ど
も
未
来
課
長
　
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

議
員
　
幼
稚
園
と
保
育
園

で
の
保
育
料
の
差
は
最

大
で
ど
れ
く
ら
い
に
な

り
ま
す
か
。

こ
ど
も
未
来
課
長
　
世
帯

収
入
が
年
収
３
０
０
万
の

場
合
は

２３
万
２
３
０
０

円
、
世
帯
収
入
が

７
０
０
万
円
の
場
合
は

８３
万
８
３
０
０
円
と
な
り

ま
す
。

議
員　
こ
の
差
は
大
き
な

負
担
で
あ
り
、
不
平
等

と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
幼
稚
園
と
同
様
保

育
園
に
対
し
て
も
、
誕

生
日
の
翌
月
か
ら
幼
児

教
育
・
保
育
無
償
化
制

度
の
対
象
に
す
る
よ
う

国
に
対
し
強
く
要
望
し
、

中
間
市
に
お
い
て
も
財

源
を
確
保
し
、
不
平
等

差
を
解
消
す
る
こ
と
を

強
く
願
い
ま
す
。
　

　

田
口
善
大
議
員

　
　
　
　
　
　

（
中
間
ク
ラ
ブ
）

　

阿
部
伊
知
雄
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
明
党
）
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事
者
の
児
童
生
徒
に
つ

い
て
も
、
更
衣
室
、
制

服
等
、
柔
軟
な
対
応
に

努
め
て
い
ま
す
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
に
つ
い
て

中
間
市
で
受
け
ら
れ
る
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

人
権
男
女
共
同
参
画
課
長

　
県
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
書
受
領
証
カ
ー

ド
に
よ
る
市
営
住
宅
の

入
居
に
な
り
ま
す
。

議
員　
サ
ー
ビ
ス
拡
充
に

向
け
取
り
組
ん
で
い
た

た
だ
け
ま
す
か
。

人
権
男
女
共
同
参
画
課
長

　
課
長
協
議
に
て
周
知
し
、

拡
充
に
取
り
組
ん
で
参
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　
中
間
市
独
自
の
宣

誓
書
受
領
証
カ
ー
ド
を

交
付
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

人
権
男
女
共
同
参
画
課
長

　
制
度
の
導
入
に
努
め
て

参
り
ま
す
。

発
達
障
害
支
援
に
つ
い
て

　
早
期
療
育
で
小
学
校
生

活
へ
つ
な
げ
る
た
め
の
、

５
歳
児
健
診
の
導
入
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

健
康
増
進
課
長
　
遠
賀
郡

４
町
と
協
議
し
な
が
ら

検
討
し
て
参
り
ま
す
。

議
員　
中
間
市
療
育
セ
ン

タ
ー
親
子
ひ
ろ
ば
リ
ン
ク

と
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
い
っ
ぽ
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。　

保
健
福
祉
部
長　
リ
ン
ク

は
児
童
発
達
支
援
事
業
所
で

あ
り
、
い
っ
ぽ
は
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
福
岡

県
の
指
定
を
受
け
、
地
域
の

中
核
的
な
療
育
施
設
と
し
て

運
営
し
て
い
ま
す
。　

議
員　
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
を
中
核
と
し
た

体
制
を
整
備
す
る
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

保
健
福
祉
部
長　
各
事
業

所
と
の
協
議
の
場
を
つ

く
り
、
専
門
性
の
向
上

に
取
組
み
、
障
が
い
福

祉
の
増
進
に
努
め
て
参

り
ま
す
。

教
育
の
現
状
と
課
題
に
つ

い
て教

員
採
用
試
験
の
受
験

者
数
減
少
の
要
因
に
つ

い
て
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事
　
既
卒
の
受

験
者
の
減
少
及
び
報
道

等
に
よ
る
厳
し
い
労
働

実
態
が
原
因
と
考
え
て

い
ま
す
。

議
員
　
応
募
者
数
の
減
少

が
及
ぼ
す
学
校
現
場
へ

の
影
響
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

教
育
部
参
事
　
採
用
試
験

と
し
て
の
機
能
が
働
か

ず
、
受
験
者
の
ほ
と
ん

ど
が
正
規
採
用
さ
れ
る

こ
と
で
、
臨
時
的
任
用

教
員
や
産
前
休
暇
及
び

育
児
休
暇
等
に
入
ら
れ
る

先
生
方
の
代
替
教
員
の
確

保
に
困
難
が
生
じ
ま
す
。

議
員　
本
市
の
教
員
の
働

き
方
改
革
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事
　
ま
ず
、
時

学
校
に
教
員
業
務
支
援
員

を
配
置
す
る
な
ど
、
業
務

負
担
の
軽
減
を
行
っ
て
い

ま
す
。

議
員　
中
間
市
の
働
き
方

改
革
に
つ
い
て
教
育
長

の
思
い
を
伺
い
ま
す
。

教
育
長　

学
校
教
育
の

質
の
向
上
に
は
、
教
職

員
が
教
育
活
動
に
集
中

で
き
る
環
境
づ
く
り
が

重
要
で
す
。
そ
の
た
め
、

教
員
の
負
担
軽
減
と
学

校
事
務
の
効
率
化
が
期

待
さ
れ
る
統
合
型
校
務

支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入

や
部
活
動
の
地
域
移
行

な
ど
様
々
な
取
組
等
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

間
外
勤
務
時
間
に
つ
い

て
、
小
学
校
で
は
、
月

の
平
均
時
間
は
、
令
和

３
年
度
と
比
較
し
約

６
％
削
減
さ
れ
、
中
学

校
で
は
、
約

１０
％
削
減

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

課
題
と
し
て
は
、
放

課
後
に
職
員
会
議
や
打

合
せ
等
が
あ
る
た
め
、
授

業
準
備
な
ど
を
勤
務
時

間
外
に
行
わ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
中
学
校
の
部
活

動
に
関
し
て
、
土
日
、
祝

日
の
勤
務
時
間
外
で
の
対

応
が
恒
常
化
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

議
員
　
小
中
学
校
で
共
通

し
た
働
き
方
改
革
の
取

組
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事
　
中
間
市 

教
職
員
の
働
き
方
改
革

取
組
指
針
を
策
定
し
、

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
よ
る
勤

務
時
間
管
理
シ
ス
テ
ム

の
導
入
、 

全
て
の
小
中

罹
災
証
明
書
の
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
と
交
付
の
デ
ジ
タ

ル
化
に
つ
い
て

罹
災
証
明
の
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
及
び
交
付
へ
の
対

応
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り
課
長

　

　火
災
以
外
の
罹
災
証
明

に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
が
可
能
で
す
。

議
員　
的
確
な
判
定
と
迅

速
な
交
付
が
で
き
る
よ
う

シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い

て
見
解
を
伺
い
ま
す
。

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り
課
長

　

導
入
の
検
討
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
の
た

め
の
取
組
に
つ
い
て

教
育
現
場
で
の
理
解
増
進

と
児
童
生
徒
へ
の
対
応
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

教
育
部
参
事
　Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

の
方
の
人
権
に
つ
い
て
、

教
職
員
、
児
童
生
徒
の

学
習
機
会
を
設
け
、
当
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掛
田
る
み
子
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
明
党
）

　

小
林
信
一
議
員

　
　
　
　
　
　

（
中
間
ク
ラ
ブ
）
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田
口
澄
雄
議
員

　
　
　
　
　
　

（
日
本
共
産
党
）

学
校
給
食
費
の
無
償
化
の

今
後
に
つ
い
て

令
和
５
年
度
の
み
の
国

の
予
算
に
よ
る
無
償
化

で
は
、
市
長
の
公
約
を

果
た
し
た
と
は
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
が
見
解

を
伺
い
ま
す
。

市
長
　
１
期
目
の
公
約
の

時
と
気
持
ち
は
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の

事
業
を
継
続
し
て
実
施

す
る
安
定
的
な
財
源
の

確
保
に
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
後
、
事
業
実

施
に
向
け
、
財
源
確
保

に
努
め
て
参
り
ま
す
。

財
政
状
況
に
つ
い
て

当
市
に
お
け
る
標
準
財

政
規
模
及
び
財
政
調
整

基
金
残
高
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

財
政
課
長
　令
和
４
年
度

に
お
け
る
標
準
財
政
規

模
は
９７
億
８
０
１
２
万

４
０
０
０
円
で
す
。ま
た
、

令
和
５
年
度
末
の
財
政

持
の
た
め
積
極
的
な
財

政
運
用
を
行
う
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

市
長　
基
金
増
加
の
要
因

に
つ
い
て
は
、
一
時
的
な

も
の
も
多
く
、
安
定
的
な

財
源
が
見
つ
か
っ
た
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
当
該
年
度
に
見
込
ま

れ
る
収
入
の
範
囲
で
支
出

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
未
来
を
見
据
え
、
市

民
の
皆
様
に
、
持
続
可
能

な
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
将

来
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
せ
る

よ
う
、
ま
い
進
し
て
参
り

ま
す
。

議
員　
市
民
が
中
間
市
に

住
ん
で
い
て
良
か
っ
た

と
思
え
る
よ
う
な
、
市

民
生
活
に
寄
与
で
き
る

財
政
運
営
を
心
が
け
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

は
道
路
の
改
修
と
い
っ

た
対
策
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
関
係
部
署
と
対
策

を
再
度
検
討
し
、
計
画

的
に
冠
水
対
策
を
進
め

た
い
と
思
い
ま
す
。

議
員　
能
登
半
島
地
震
復

興
支
援
へ
の
職
員
派
遣

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

市
長　
職
員
派
遣
の
要
請

が
あ
れ
ば
対
応
し
て
参
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　

災
害
時
の
ト
イ
レ

対
策
に
は
ト
イ
レ
ト
レ
ー

ラ
ー
が
有
効
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
が
、
購
入

は
検
討
さ
れ
て
い
る
か

伺
い
ま
す
。

市
長
　
災
害
時
に
は
有
効

で
あ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
が
、
購
入
に
は
膨

大
な
費
用
が
か
か
る
こ

と
か
ら
、
遠
賀
郡
４
町

と
連
携
し
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

中
間
市
の
防
災
対
策
に
つ

い
て中

間
市
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
指
定
避
難
場
所
の
５４
か

所
中
２４
か
所
は
、
地
震
の

場
合
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
の
対
応
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長
　
本
市
に
お
い

て
震
度
６
弱
以
上
、
又
は

長
周
期
地
震
動
階
級
４
の

地
震
が
発
生
し
た
と
き
に

は
、
災
害
対
策
本
部
を
設

置
し
、
各
種
避
難
場
所
を

開
設
し
て
い
ま
す
。
避
難

場
所
に
は
、
災
害
の
適
否

が
あ
り
ま
す
の
で
、
日
頃

か
ら
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
避
難

先
を
ご
検
討
い
た
だ
け
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員
　
昨
年
夏
に
発
生
し

た
な
の
み
園
付
近
の
水
害

対
策
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

建
設
産
業
部
長　
広
範
囲
の

雨
が
集
中
す
る
地
形
の

た
め
、
抜
本
的
解
決
に

中
間
市
に
お
け
る
農
業
政

策
に
つ
い
て

当
市
に
お
け
る
農
業
従

事
者
数
と
平
均
年
齢
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

産
業
振
興
課
長　
農
業
従

事
者
は
１
５
４
人
で
平

均
年
齢
は
７３
歳
で
す
。

議
員　
農
業
の
後
継
者
問

題
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。　

産
業
振
興
課
長　
後
継
者

や
認
定
農
業
者
等
に
向

け
農
地
の
集
積
を
行
い
、

就
農
相
談
等
も
関
係
機

関
と
実
施
し
て
い
ま
す
。

議
員　
価
格
保
障
や
所
得

補
償
を
強
化
し
、
農
業

を
基
幹
産
業
と
し
て
再

生
す
る
こ
と
が
国
に
対

し
て
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
中
間
市
に
お
い
て

も
農
業
政
策
を
充
実
し

て
い
た
だ
く
よ
う
要
望

し
ま
す
。

 ３月定例会「一般質問」— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 　 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

　

柴
田
芳
信
議
員

　
　
　
　
　
　

（
日
本
共
産
党
）
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調
整
基
金
残
高
は
４８
億　

５
２
４
５
万
３
０
０
０

円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

議
員　

総
務
省
は
財
政

調
整
基
金
の
適
正
額
を
、

標
準
財
政
規
模
の
１０
％

か
ら
２０
％
と
示
し
て
い

ま
す
。
中
間
市
は
他
市

と
比
較
し
て
も
大
き
く

残
高
を
増
や
し
て
い
ま

す
。
そ
の
理
由
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
給
付
や
施
設
の
管

理
費
の
減
少
、
臨
時
収
入

の
増
加
、
そ
し
て
借
換
債

に
よ
る
公
債
費
の
減
少
が

基
金
増
加
に
大
き
く
寄
与

し
て
い
ま
す
。

議
員
　
基
金
を
貯
め
、
新

し
い
事
業
に
充
て
る
と

い
う
こ
と
は
、
将
来
の

市
民
の
た
め
に
今
の
市

民
が
我
慢
を
強
い
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
貯
め
る
だ
け
で

な
く
、
市
民
の
生
活
保

▲学校給食

▲中間市ハザードマップ



《《中中間間市市議議会会かかららののおお知知ららせせ》》

 　
　

 

   

  

 　
　

 

       

次次のの定定例例会会はは、、66月月 1188日日((火火))かからら開開催催ししまますす。。  

議員の一般質問は 6月 20日(木)午前 10時から行います。 
本会議及び委員会の日程は決まり次第、中間市のホームページに掲載します。 
問合先：議会事務局 ☎ ２ ４ ６  ６ ２ ２ ０ 会期日程 QRコード

【諮問事項】
更なる議会 ICT 化に向けたタブレット端末の導入に関すること

【答　　申】
議会運営委員会において、タブレット端末導入自治体への視察
や協議を重ね、検討した結果、導入により脱炭素など省資源化、
コスト削減、議会運営の効率化などの有用性が認められること
から、議会だけでなく、執行部との一体的事業として検討して
もらうよう、市長に対する申し入れの実施を要望

 　　ハピネスなかま、 なかまハーモニーホール及び地域交流センターにて、 議会の生中継を行って

　います。 議会開催日が休館日の施設では、 中継は行いませんので、 ご注意ください。

公共施設での議会の生中継について

ライブ配信視聴方法

①　「中間市議会」 を検索して

　　「議会 ー 中間市公式ホームページ」

　　を選択します。

② 「本会議 ・ 委員会　生配信」 を選択

　　すると、 YouTube のライブ配信画

　　面へ移動します。
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▼ 「議会ー中間市公式ホームページ」 選択画面

☜クリック 本会議のライブ配信

☜クリック 委員会のライブ配信

「議会のあり方に関する諮問」に対して答申書が提出されました

　議長から議会運営委員会に対し、議会の更なる活性化と議会機能の向上、そして、その実現を目指
すため、調査・検討を行うことを求めていた諮問について、答申書が提出されました。

▲左から堀田克也議会運営副委員長、柴田広辞議会運営委員長、中野勝寛議長、掛田るみ子副議長）

中間市議会 QR コード


